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２０２５年１月９日 

株 主 各 位 

東京都中央区日本橋本石町３－１－２ 

ＦＯＲＥＣＡＳＴ新常盤橋４階 

マークスライフ株式会社 

代表取締役 花原浩二 

 

第１５期定時株主総会招集ご通知 

 

拝啓  平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 

さて、当社第１５期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く

ださいますようご通知申しあげます。 

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださ

いまして、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、

ご送付くださいますようお願い申しあげます。 

敬  具 

記 

１．日   時  ２０２５年１月３１日（金曜日）  午後２時 

２．場   所  東京都中央区日本橋本石町３－１－２ 

ＦＯＲＥＣＡＳＴ新常盤橋４階 当社本店 会議室 

３．目 的 事 項 

  報 告 事 項  第１５期（２０２３年１１月１日から２０２４年１０月３１日まで） 

事業報告の内容報告の件 

  決 議 事 項 

第１号議案  第１５期（２０２３年１１月１日から２０２４年１０月３１日まで） 

計算書類承認の件 

第２号議案  取締役および監査役の報酬額改定の件   

第３号議案  取締役２名選任の件 

 

  議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」（２３頁から２

４頁）に記載のとおりであります。 

以 上 

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出ください。    

◎*事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサ

イト（https://marks-house.jp/irs/）に掲載させていただきます。 
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事  業  報  告 
 （自2023年11月１日  至2024年10月31日） 

  

１. 会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過および成果 
当事業年度における我が国経済は、個人消費の穏やかな回復やインバウンド需要の増加が見られる

一方、中国経済の成長鈍化、地政学的な緊張に加えて、常態化している円安の影響による原材料価格

の高騰及びそれに伴う物価上昇が慢性的に発生しており、依然として先行き不透明な状況が続いてお

ります。 

このような状況下において、当社は「不動産の可能性を追求し世の中の困りごとを解決する」をビ

ジョンに掲げ、事故物件、再建築不可物件、中立な立場での不動産査定、不動産の生前対策などの様々

な問題に向き合い、自社一環で手掛ける独自の仕組みを創り続け、不動産の正しい流通の実現に挑み

続けています。 

以上の結果、当事業年度の売上高は4,755,220千円（前年同期比106.0％増）、営業利益は212,856

千円（前年同期は70,700千円の営業損失）、経常利益は167,608千円（前年同期は92,504千円の経常

損失）、当期純利益は119,845千円（前年同期は60,222千円の当期純損失）となりました。 

 

(2) 設備投資の状況 

当事業年度における設備投資額は21百万円であり、その主なものは、建物附属設備の取得７百万円

であります。 

 

(3) 資金調達の状況 
2024年２月に第三者割当増資により総額105百万円、2024年８月に第三者割当増資により総額61百

万円の資金調達を行いました。 

 

(4) 対処すべき課題 

(1) 内部管理体制の強化について 

当社は、比較的小規模な組織であるため、継続的な成長を実現できる企業体質を確立する必要があ

ります。そのため、リスク管理や業務運営管理をはじめとする内部管理体制の強化が重要な課題であ

ると認識しております。今後の企業規模拡大に備え、各部門の内部管理体制の整備と適切な運用を推

進し、経営の公正性及び透明性を確保するため、体制強化に取り組んでおります。 

 

(2) 財務基盤の維持・充実について 

安定的かつ継続的にバリューアップ後の事故物件等を提供していくためには、金融機関からの資金

調達が不可欠であり、金融機関との良好な取引関係を保つことが、安定した借入を継続的に行ってい

くため必要となります。常に様々な視点から当社のおかれている状況を分析し、定期的に金融機関に

業績説明を行い、良好な関係を維持することに努めてまいります。 

 

(3) 優秀な人材の確保及び教育研修の充実について 

当社の安定的な成長のためには、不動産の仕入・販売といった専門的な知識及び経験を有する人材

や宅地建物取引士等の専門的な資格を有する優秀な人材を継続して確保、育成することが重要だと考

えております。入社後も定期的に教育研修の機会を与え、専門能力や知識の維持向上を図ってまいり
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ます。 

 

(4) 法的規制について 

当社は、不動産関連事業を展開しており、遵守すべき法令・規制は宅地建物取引業法となります。

従って、宅地建物取引業者として「宅地建物取引業法」に基づく免許を受けて事業を行っております。

そのため、当社では法令遵守を徹底し、免許等の取消事由や更新欠格事由が発生しないように努めて

おります。 

 

(5) コンプライアンス経営の強化について 

当社は、コンプライアンス経営の重要性を認識しており、当社の継続的な成長や社会的信用の構築

に不可欠であると認識しております。そのため、役員及び社員は、常に倫理観を持って行動するよう、

定期的にコンプライアンスに関する研修を行っております。また、内部監査担当者、監査役、監査法

人との連携を強化することが監査機能の充実を図り、コンプライアンス強化につながると考え、連携

強化を図っております。 
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(5) 財産および損益の状況の推移 
  

(単位:百万円) 

 第12期 

(2021年10月期) 

第13期 

(2022年10月期) 

第14期 

(2023年10月期) 

第15期 

（当事業年度） 

(2024年10月期) 

売上高 603 1,461 2,308 4,755 

営業利益(▲は損失) 48 19 ▲70 212 

経常利益(▲は損失) 38 5 ▲92 167 

当期純利益(▲は損失) 37 14 ▲62 119 

総資産 381 664 1,396 1,951 

純資産 45 57 ▲23 265 

 

(6) 重要な親会社および子会社の状況 

① 親会社との関係 
 
会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容 

BOX株式会社 １百万円 66.3%（間接所有

40.8％を含む） 

当社代表取締役花原浩二の資産管理会社 

 
② 重要な子会社の状況親会社との関係 
該当事項はありません。 

 

(7) 主要な事業内容 
 

当社は主に「不動産買取再販」「不動産仲介」「不動産活用コンサルティング」の事業を営んでおりま

す。 
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(8) 主要な営業所 
 

名   称 所 在 地 

本社・東京本店 東京都中央区日本橋本石町3-1-2 FORECAST新常盤橋4階 

横浜支店 神奈川県横浜市中区海岸通2-8-1 プラウド馬車道303号室 

さいたま支店 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3 Mitsutaka Bldg2階 

大阪支店 大阪府大阪市北区中津1-2-20 新清風中津ビル4階A号室 

福岡支店 福岡市中央区赤坂1-7-10 リアン赤坂ビル4階 

千葉支店 千葉県千葉市中央区富士見2-13-1 第2山崎ビル5階C号室 

浜松支店 静岡県浜松市中央区高林5-1-22 

神奈川大和支店 神奈川県大和市中央4-9-4 富士オフィス2階 

静岡支店 静岡県静岡市葵区馬場町116 MTビル 30D 

名古屋支店 愛知県名古屋市東区武平町5-1 名古屋栄ビルディング7階 

仙台支店 宮城県仙台市太白区長町南3-15-3 レジデンス長町南201号 

 

(9) 従業員の状況 
 

従業員数 前期末比増減 

84名 +30名 

（注）従業員数は、就業人員数であります。 

 

(10)主要な借入先 
 

借 入 先 借 入 額 

株式会社セゾンファンデックス 276,142 千円 

かながわ信用金庫 152,414 千円 

大東京信用組合 97,522 千円 

東京シティ信用金庫 92,670 千円 

北陸銀行 75,500 千円 
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２．会社の株式に関する事項 
(1) 発行可能株式総数 4,300,000 株 

(2) 発行済株式総数 1,126,000 株 

(3) 株主数 43 名 

(4) 大株主   
 

株   主   名 持   株   数 持  株  比  率 

株式会社BOX  459,000 株 40.8 % 

花原 浩二  288,000 株 25.6 % 

株式会社FMS  148,000 株 13.1 % 

株式会社スマイル 40,000 株 3.6 % 

株式会社サイバーアシスト  24,000 株 2.1 % 

株式会社エスエヌジー  20,000 株 1.8 % 

株式会社VIDA Corporation  20,000 株 1.8 % 

太田 猛也  12,000 株 1.1 % 

森 勇樹  10,000 株 0.9 % 

宮本 洋輔  10,000 株 0.9 % 

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 
該当事項はありません。 

(6) その他株式に関する重要な事項 
該当事項はありません 
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３．会社の新株予約権等に関する事項 
 

当社の新株予約権等に関する事項 

①当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要 

名     称 第１回新株予約権 

新株予約権の数 53個 

保有人数  

当社取締役(社外役員を除く) 2名 

当社監査役 ― 

新株予約権の目的である株式の種類及び数 
当社普通株式  5,300株        (注)１ 
(新株予約権１個につき100株) 

新株予約権の発行価額 無償 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １株につき 1,200円        (注)２ 

新株予約権の行使期間 2026年６月29日から2034年６月28日 

新株予約権の主な行使条件 (注)４ 

 

②当事業年度中に当社使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要 

名     称 第１回新株予約権 

発行決議日 2024年７月12日 

新株予約権の数 595個 

交付された者の人数  

当社使用人(当社の役員を兼ねている者を除く。) 70名 

新株予約権の目的である株式の種類及び数 
当社普通株式  59,500株        (注)１ 
(新株予約権１個につき100株) 

新株予約権の発行価額 無償 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １株につき 1,200円        (注)２ 

新株予約権の行使期間 2026年６月29日から2034年６月28日 

新株予約権の主な行使条件 (注)４ 

 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。）又は株式併合を行う場合、次の算式により目

的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時

点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てる。 
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 
 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移

転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の

数は、合理的な範囲で調整されるものとする。 

２． 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株当たりの払

込金額（以 

下「行使価額」という。）に(注)１に定める新株予約権１個の株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1,200円とする。 

なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。）又は株式併合を行う場合、次の算式により行

使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げる。 
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

 

また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予

約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。 
 

 

調整後行使価額 

 

＝ 

 

調整前行使価額 

 

× 

既発行株式数 ＋ 
新株発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新株発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式

数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１

株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換

もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合

理的な範囲で調整されるものとする。 

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を

発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。 

４．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、

当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位

を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した

場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。   

②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。   

③新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所（東京プロマーケットを除く）

に上場することを条件とする。   

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

５．新株予約権の取得事由 

①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完

全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認さ

れた場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社は、取

締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。 

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、

及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会の決議により

別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得

する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

６．当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い 

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は

株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行

為の効力発生日において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条１項第８号のイからホまでに掲げる株式

会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する

こととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新

たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する

旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移
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転計画において定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する

新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表内「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」及び

(注)１に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘

案のうえ、前記(注)２で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従

って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

表内「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表内「新株予約権の行使期間」定める新株予約権を

行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥新株予約権の行使の条件 

(注)４に準じて決定する。 

⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

(注)３に準じて決定する。 

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑨新株予約権の取得事由 

(注)５に準じて決定する。 

７．新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも

のとする。 
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４．会社役員に関する事項 

(1) 取締役及び監査役の状況（2024年10月31日現在） 
 

氏 名 地 位 重要な兼務の状況 

花原 浩二 代表取締役 BOX株式会社代表取締役 

笹尾 里枝 常務取締役  

鈴木 成知 取締役  

柳  昭駒 監査役 

柳公認会計士事務所 代表 

OLTA株式会社 常勤監査役 

paiza株式会社 監査役 
 

（注）①監査役柳昭駒氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、公認会計士の資格を有

し相当程度 

の知見を有しています。 

②当社は、監査役との間で、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がな

いときは、 

法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款で定め

ております。 

これに基づき監査役である柳昭駒氏は、当社と責任限定契約を締結しております。 

 

 

 

(2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等 

役員区分 
報酬等の額 
(千円) 

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる 
役員の員数 

(人) 基本報酬 賞与 非金銭報酬等 

取締役 
(うち社外取締役) 

46,200 
（―） 

46,200 
（―） 

―  
（―） 

― 
（―） 

３ 
（―） 

監査役 
(うち社外監査役) 

1,799 
（1,799） 

 
（1,799） 

― 
（―） 

― 
（―） 

１ 
（１） 
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(3) 社外役員に関する事項 
①重要な兼務先である法人等と当社の関係 

重要な兼務状況については「(1)取締役及び監査役の状況」に記載の通りであります。 

なお、兼務先である各法人等と当社との間に特別な関係はありません。 

 

②当事業年度における主な活動状況 

区 分 氏 名 
出席状況、発言状況及び 

期待される役割に対して行った職務の概要 

監 査 役 柳  昭 駒 

当事業年度開催の取締役会には、16回中16回に出席し、議案審議につき
公認会計士として専門的な知識、見地に基づき、適宜発言を行い、取締
役の職務執行状況を監査し経営の健全性、透明性の確保に努めており
ます。 
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計算書類 
 

第 15 期 
 

自 2023 年 11 月 1 日 

至 2024 年 10 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マークスライフ株式会社 
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貸 借 対 照 表 

(2024年10月31日現在) 
（単位：千円） 

科     目 金  額 科     目 金  額 

(資 産 の 部)  (負 債 の 部)  

流 動 資 産 1,779,403 流 動 負 債 1,093,696 

現 金 及 び 預 金 379,849 買 掛 金 73,241 

売 掛 金 61 短 期 借 入 金 550,430 

販 売 用 不 動 産 1,053,894 1 年 内 返 済 長 期 借 入 金 192,802 

仕 掛 販 売 用 不 動 産 299,575 リ ー ス 債 務 3,451 

貯 蔵 品 756 未 払 金 33,681 

そ の 他 45,264 未 払 費 用 46,138 

固 定 資 産 171,729 未 払 法 人 税 等 66,407 

有 形 固 定 資 産 77,663 未 払 消 費 税 等 18,372 

建 物 1,082 契 約 負 債 13,150 

建 物 附 属 設 備 49,818 賞 与 引 当 金 89,622 

構 築 物 168 そ の 他 6,397 

車 両 運 搬 具 43 固 定 負 債 592,214 

工 具 、 器 具 及 び 備 品 3,044 社 債 26,000 

土 地 6,793 長 期 借 入 金 529,530 

リ ー ス 資 産 16,711 リ ー ス 債 務 15,264 

無 形 固 定 資 産 4,821 資 産 除 去 債 務 21,239 

ソ フ ト ウ ェ ア 4,821 そ の 他 180 

投 資 そ の 他 の 資 産 89,244 負 債 合 計 1,685,910 

長 期 性 預 金 6,080 (純 資 産 の 部)  

敷 金 23,576 株 主 資 本 265,197 

投 資 有 価 証 券 3,124 資 本 金 220,000 

出 資 金 1,370 資 本 剰 余 金 52,466 

繰 延 税 金 資 産 30,393 資 本 準 備 金 52,466 

長 期 未 収 入 金 31,385 利 益 剰 余 金 △7,269 

そ の 他 24,700 利 益 準 備 金 1,511 

貸 倒 引 当 金 △31,385 そ の 他 利 益 剰 余 金 △8,780 

  繰 越 利 益 剰 余 金 △8,780 

  新 株 予 約 権 24 

  純 資 産 合 計 265,221 

資 産 合 計 1,951,132 負債・純資産合計 1,951,132 
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損 益 計 算 書 

 （自2023年11月１日  至2024年10月31日） 
            （単位：千円） 

科       目 金       額 

売 上 高  4,755,220 

売 上 原 価  3,337,067 

売 上 総 利 益  1,418,153 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  1,205,297 

営 業 利 益  212,856 

営 業 外 収 益   

受 取 保 険 金 2,967  

受 取 利 息 20  

受 取 配 当 金 21  

雑 収 入 6,689 9,698 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 44,388  

社 債 利 息 3,307  

そ の 他 7,250 54,945 

経 常 利 益  167,608 

特 別 利 益   

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 8,000  

履 行 差 額 2,428  

そ の 他 481 10,909 

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 1,738  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 2,099  

リ ー ス 解 約 損 634 4,472 

税 引 前 当 期 純 利 益  174,045 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 58,686  

法 人 税 等 調 整 額 △4,485 54,200 

当 期 純 利 益  119,845 
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株主資本等変動計算書 
 （自2023年11月１日  至2024年10月31日） 

（単位：千円） 

 資本金 

資本剰余金 利益準備金 

株主資本 
合計 

新株 
予約権 

純資産 
合計 資本 

準備金 
資本剰余金 

合計 
利益 
準備金 

その他利益 
剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益 
剰余金 

2023年11月１日 
残高 

105,000 666 666 1,511 △130,940 △129,428 △23,762 ― △23,762 

誤謬の訂正によ
る累積的影響額 

    2,315 2,315 2,315  2,315 

遡及処理後の 
2023年11月１日残高 

105,000 666 666 1,511 △128,625 △127,114 △21,447 ― △21,447 

事業年度中の変動額          

新株の発行 115,000 51,800 51,800    166,800  166,800 

当期純利益     119,845 119,845 119,845  119,845 

株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額) 

       24 24 

事業年度中の変動額
合計 

115,000 51,800 51,800 ― 119,845 119,845 286,645 24 286,669 

2024年10月31日 
残高 

220,000 52,466 52,466 1,511 △8,780 △7,269 265,197 24 265,221 
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個別注記表 
 
重要な会計方針 

 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法 

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 

①販売用不動産、仕掛販売用不動産 

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

を採用しております。 

②貯蔵品 

個別法による原価法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法を採用しております。ただし、建物及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物については、定額法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ４年 

建物附属設備 ３～18年 

構築物 10年 

車両運搬具 ２年 

工具、及び器具備品 ３～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可

能期間(5年)に基づいております。 

(3) リース資産 

①所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

(4) 長期前払費用 

定額法によっております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上してお

ります。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

  当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常

の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 

(1) 不動産売買事業 

  不動産売買事業は、主に中古戸建住宅の買取再販を行っており、顧客との不動産売買契約に基

づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点
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で充足されるものであり、当該物件の引渡し時点において収益を認識しております。 

(2) 不動産仲介事業 

  不動産仲介事業は、不動産の売買仲介及び賃貸仲介を行っており、顧客との媒介契約に基づき

売買契約又は賃貸借契約成立に向けた役務提供を行う義務を負っております。当該履行義務は媒

介により成立した売買契約又は賃貸借契約に係る物件が引き渡される一時点で充足されるもので

あり、当該物件の引渡し時点において収益を認識しております。 

 

５．誤謬の訂正に関する注記 

前事業年度において税効果会計処理等に誤りが判明したため、誤謬の訂正を行いました。 

当該誤謬の訂正による累積的影響額は、当事業年度の期首の純資産の帳簿価額に反映されており

ます。 

影響額につきましては、株主資本等変動計算書の「誤謬の訂正による累積的影響額」に記載して

おります。 

 

 

貸借対照表に関する注記 

 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

                                                       （単位：千円） 

 
当事業年度 

(2024年10月31日) 

販売用不動産 1,053,894 

仕掛販売用不動産 299,575 

計 1,353,470 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

                                                      （単位：千円） 

  
当事業年度 

(2024年10月31日) 

短期借入金 525,600 

１年内返済長期借入金 156,418 

長期借入金 338,046 

計 1,020,064 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 

                                                    （単位：千円） 

  
当事業年度 

(2024年10月31日) 

有形固定資産の減価償却累計額 21,215 
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株主資本等変動計算書に関する注記 

  

１．当事業年度末における発行済株式の種類及び総数 

普通株式     1,126,000株 

 

２．当事業年度末における自己株式の種類及び総数 

該当事項はありません。 

 

３．当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．当該事業年度の末日における株式引受権に係る株式の種類及び総数 

該当事項はありません。 

 

５．当該事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び総数 

①第1回新株予約権 

普通株式   64,800株 

②第2回新株予約権 

普通株式   1,000株 

 

 

税効果会計関係に関する注記 

 

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金の否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、資

産除去費用であります。 
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金融商品に関する注記 

 

１．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 

当事業年度(2024年10月31日) 

 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 

(1) 長期未収入金 31,385 ― ― 

貸倒引当金(*2) △31,385 ― ― 

 ― ― ― 

(2) 長期性預金 6,080 6,044 △35 

資産計 6,080 6,044 △35 

(3) 社債 26,000 27,878 1,878 

(4) 長期借入金(*3) 722,333 876,435 154,102 

(5) リース債務(*3) 18,715 18,264 △450 

負債計 767,048 922,578 155,530 

(*1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払費用」「未払法人税等」

「未払消費 

税等」「契約負債」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額にほぼ等しいことから、

記載を省略しております。 

(*2) 長期未収入金に対して個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

(*3) １年以内の返済額を含んでおります。 

(*4) 市場価格のない株式等は、上表に含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下

のとおりであ 

ります。  

区分 貸借対照表計上額(千円) 

投資有価証券 3,124 

出資金 1,370 

 

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した

時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して

おります。 
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(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

該当事項はありません。 

 

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

当事業年度(2024年10月31日) 

 
時価(千円) 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

(1) 長期性預金 ― 6,044 ― 6,044 

資産計 ― 6,044 ― 6,044 

(2) 社債 ― 27,878 ― 27,878 

(3) 長期借入金 ― 876,435 ― 876,435 

(4) リース債務 ― 18,264 ― 18,264 

負債計 ― 922,578 ― 922,578 

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

 (1)長期性預金 

  一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割引いて現在価値を算定しており、残存

期間及び信用リスクを加味した利率で割引いた現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分

類しております。 

     (2) 社債、(3) 長期借入金、(4) リース債務 

元利金の合計額を当該社債、長期借入金及びリース債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率

で割引いた現在価値により算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。 
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関連当事者との取引に関する注記 
 
１．親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

 

２．役員及び個人主要株主等 

当事業年度(自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 

議決権等の所有 

(被所有) 
割合(％) 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

役員 

主要株主 
花原浩二 

(被所有) 
直接25.6 
間接40.8 

債務被保証 
銀行借入に対する 

債務被保証(注)１ 
563,156 ― ― 

債務被保証 

不動産賃貸契約に 

対する債務被保証
(注)２ 

3,885 ― ― 

(注) １．当社は、一部の銀行借入に対して債務保証を受けております。取引金額については保

証を受けている銀行借入の期末残高を記載しており、保証料の支払いは行っておりません。 

２．当社は、一部の不動産賃貸借契約に対して債務保証を受けております。取引金額については

年間賃借料を記載しており、保証料の支払いは行っておりません。 

 
一株当たり情報に関する注記 

 

 
当事業年度 

(自 2023年11月１日 
至 2024年10月31日) 

１株当たり純資産額 235.52円 

１株当たり当期純利益 112.92円 

(注) １．当社は2024年6月28日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。

当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり純資産額」「１株当たり

当期純利益」を算定しております。 

２．2024年10月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するもの 

の、当社株式は2024年10月期末において非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載 

しておりません。 

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
当事業年度 

(自 2023年11月１日 
至 2024年10月31日) 

当期純利益(千円) 119,845 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 119,845 

普通株式の期中平均株式数(株) 1,061,314 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

 第１回新株予約権  648個 
 （普通株式  64,800株） 
 第２回新株予約権  10個 
 （普通株式  1,000株） 
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類 

 

 

 

１．議決権の代理行使の勧誘者               マークスライフ株式会社 

                              代表取締役 花原浩二 

 

 

２．議案および参考事項 

 

 

第１号議案  第１５期（２０２３年１１月１日から２０２４年１０月３１日まで） 

計算書類承認の件 

添付書類１２頁から２１頁に記載の計算書類につきまして、会社法４３８条２項の規定

に基づき株主総会の承認を得る必要があるため、ご承認をお願いするものであります。 

 

 

第２号議案  取締役および監査役の報酬額改定の件 

当社の取締役および監査役の報酬額は、２０２３年５月１日開催の臨時株主総会におい

て取締役の報酬額を年額１億円以内、２０２４年１月３０日開催定時株主総会において監

査役の報酬額を月額１６６，６６６円（年俸１，９９９，９９２円）とご決議いただき今日

に至っておりますが、その後の経済情勢の変化や諸般の事情等を考慮して、取締役の報酬額

を年額３億円以内、監査役の報酬額を月額２５０，０００円（年俸３，０００，０００円）

と改めさせて頂きたいと存じます。 

現在の取締役は３名、監査役は１名でありますが、第３号議案が原案どおり承認可決され

ますと、取締役は５名、監査役は１名となります。 

 

 

第３号議案    取締役２名選任の件 

以下の２名を取締役に任命したく、ご承認をお願いするものであります。 
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氏    名 

（生年月日） 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数 

 

下田啓人 

（1981年5月29日生） 

 

2021年 5月 当社入社 

2023年 11月 当社執行役員営業本部長 

現在に至る 

（重要な兼職の状況） 

該当なし 

 

 

1,000株 

 

宮本洋輔 

（1985年 7月 5日生） 

 

2023年 9月 当社入社 

2024年 11月 当社財務経理本部長 

現在に至る 

（重要な兼職の状況） 

該当なし 

 

 

10,000株 

 

以上 

 


